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Abstract : The authors made statistica1 observations of medico【1ega1autopsy cases of 

unidentifi巴dbodies in the Department of Lega1 Medicine， Nara Medica1 University Schoo1 of 

Medicine， during the 1ast half decade (2009-2013). This study revea1ed that cases of unidentified 

bodies have been increasing. DNA tests， tooth appraisa1， and finger prints were common 

methods for persona1 identification. The bodies discovered in their own houses accounted for 

the 1arge part of tota1 unidentified death and they were 1eft unaUended for a 10ng period. A 

decomposed or ske1etonized body was the primary cause of the unidentified cases.“Unknown" 

was more frequent than any other cause of death among the unidentified bodies. Determining 

the cause of death is essentia1 for exact mortality statistics and improvement of pub1ic hea1th. 

Therefore， administrative supports and regiona1 partnerships are very important to reduce 

unattended death. Since autopsies for unidentified cases are more complicated than for 

identified cases， increasing the sta妊sizein the Department of Lega1 Medicine is an urgent issue 

to cope with the increasing number of autopsy cases. 

Key words : unidentified bodies， unaUended death， cause of death， medico-1egal autopsy 



粕田承 吾他8名

数，身元判明率，身元確定方法を調査した.また，身

元不明事例のうち，焼死体などの焼損事例を除く ，非

;焼損事例について死因を集計し，いわゆる孤立死につ

いて，発見までの期間，性差，年齢について集計を行っ

た さらに，解剖後も身元が判明しなかった事例につ
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はじめに

公衆衛生維持と犯罪見逃し防止を目的として，平成

24年6月に「死因究明等の推進に関する法律J(死因

究明推進法)及び「警察等が取り扱う死体の死因又は

身元の調査等に関する法律J(死因・身元調査法)の

死因究明二法が国会で可決 ・成立し推進法は同年 9

月から，死因・身元調査法は平成 25年4月から施行

された.近年，孤独死が社会問題化しマスコミなど

のメディアによってとりあげられ，孤独死の予防など

の対策について議論されるようになっている.しかし

身元不明死体という観点から議論された報告例はほと

んど見当たらない 本研究では，死因究明二法の施行

にともない，当教室が最近5年間に扱った奈良県下の

身元不明死体について現状を把握しその問題点およ

び社会的意義について考察する.

対象と方法

1回調査対象

平成 21年 1月1日から平成 25年 12月31日までの

5年間に奈良県立医科大学法医学教室で法医解剖に付

された，全750例を対象とした

2.調査項目

全解剖数中の身元不明事例の割合およびその年次変

化，身元不明死体となった原因，発見場所，月別解剖

a b 

いても集計を行った

なお，孤独死・孤立死という用語については法的に

明確な定義はないが，本論文では孤独死を 「単身世帯

(独居)の者が，自宅で誰にも看取られずに死亡する

ことJ.孤立死を「独居とは限らないが，なんらかの

事情により社会的に孤立し周囲に気付かれないまま

白宅で死亡すること」と定義し孤立死とは孤独死を

包含する概念として使用することとする.

合士
i[i口 果

1 身元不明事例の割合

最近5年間の当法医学教室での総解剖数は 750例で

あった.うち当法医学教室に搬送された時点で身元が

不明であった事例は 264例(男性 199例，女性 65例

いずれも推定を含む)で，全法医解剖症例の 35%に

あたる (Fig.1a).法医解剖数は増加傾向を示しており，

平成 25年の当教室における総解剖数は 193例で¥そ

のうち身元不明事例は 81例と実に全解剖数の 42%に

ものぼった (Fig.lb)
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2.身元不明の原因と発見場所，月別解剖数

身元不明事例 264例の内訳を Fig.2aに示す 腐敗

(144例;55%)・白骨化 (49例;19%) といった後期

死体現象が進行したために人定困難であった症例が，

全体の 3/4にのぼった また，火災などにもとづく焼

損による人定困難症例も 61例と 23%を占めた腐敗

が進行していないにもかかわらず身元不明となった症

例では，身元を示す所持品が見当たらない 8例が挙げ

られた これには奈良県外の家出人や浮浪者が事故や

自殺により河川で発見される例が多く見られたその

他の身元不明となった原因2例は，高所からの転落に

より頭部が離断し認められなかったものと，ダム湖の

底の車内に 7年間も閉じ込められていた完全屍蝋化事

例であった.身元不明死体の発見場所を Fig.2bに示

す.自宅で発見されたものが 150例と過半数であっ

た. Fig.2cに身元不明の原因別の発見場所の内訳を示

その他(2例) b 

(11) 

す.腐敗死体 144例中 45例 (69%)，焼損死体 61例

中41例 (67%)が自宅で発見されていた. 白骨化死

体 49例中，自宅発見例は 10例 (20%)であった焼

損事例と非焼損事例に分類して，その解剖月を検討し

た結果，非焼損事例は腐敗の進む夏場の解剖例が多く

(Fig.2d)，焼損事例は火災の多い冬場に多いことが明

らかとなった (Fig.2e). 

3.身元判明率・身元確認方法

解剖時には 264例が身元不明であったものの，その

後の捜査で全体の 90%にあたる 237例の身元が判明

した (Fig.3a). 身元が判明した 237例の身元確認の

方法としても っとも多かったのがDNA鑑定 (98例;

41%)である (Fig.3b). この中には親族とのDNA照

合だけでなく，本人が使用したと思われる歯ブラ シ，

たばこの吸い殻，髭剃りなどとの照合が行われた例が
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a: The reasons why the bodies became unidenti自ed

b: The scenes where the bodies were found 
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d: Monthly variation of autopsy cases (unburned bodies) 

e: Monthly variation of autopsy cases (burned bodies) 

c: The ratio between the cases found in their own house and others (divided by the reason why the bodies were unidentified) 
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少数ながら存在する.次いで，歯牙の照合による身元

確認例が72例 (30%)を占めた指紋・掌紋の照合

は52例で22%を占めるが，該当者と思われる人物の

在宅指紋との照合例 6例を含む.家族による面通しに

より身元確認をした例が 10例あった その他の例と

して，手術痕や骨折痕の一致により身元確定したもの

および，完全施錠の家屋内で発見され，その家屋には

当人しか居住しえなかったという状況証拠から判断し

た例もあった.

解剖後も身元が判明しないままの事例は 27例

(10%)である.この 27例の内訳を Tabl巴lに示す.

性別としては男性(推定を含む)が圧倒的に多かっ

たまた，発見までの期聞が 1年以上に達するものが

17例 (63%)にものぼった.白骨化例も 19例と 70%

におよび，特に頭蓋骨など一部の骨のみが発見された

事例が多い発見場所は屋外が20例で74%であった

その他，冬季に死後 2週間以内に発見されており，腐

敗が進んでいないものの免許証などの身元を示す所持

品がないために身元判明に至っていない事例が2例

あった

焼損事例では家屋の火災が多く，概ねその住人と恩

われるため，身元確認が容易で、あるため身元判明率は

Fig.3 

a: Identification rate after autopsy 

b: The ways of identification 

性別 男 (26)

死因 不詳 (18)

身元不明の原因 白骨化 (19)

発見場所 屋内 (7)

100%である.一方，非焼損 203例のうち，約 54%の

自宅で発見された 109例では身元判明率は焼損事例と

同じ くほぼ 100%であるが，自宅以外では免許証など

の身元判明に役立つ所持品がなければ，身元判明率は

73%に{J:i;下した.

4 身元不明事例の死因

身元不明死体の死因について検討したところ，焼損

のために身元不明死体となった全61例の死因のほと

んどは，火災にもとづく一酸化炭素中毒あるいは熱傷

および酸素欠乏による窒息であったが，解剖の結果，

心疾患によって死亡した後，偶発的に火災が発生した

と判明したものが2例あった.また，交通事故による

火災で焼損した事例も 2例あった.

一方， Fig.4aに非焼損死体の死因の内訳(内外因死，

不詳の別)を示す.非焼損死体は腐敗もしくは白骨化

している事例が多く ，その死因は不詳とせざるを得

ないものが半数近く (89例;44%)を占めた 内因

性疾患により死亡したと判断したもの (64例;32%) 

の死因別グラフを Fig.4bに示す.虚血性心疾患(急

性および慢性の両者を含む また，疑い例を含む)が

約半数で最多であり ，全体として心臓・血管系の疾患

b 

女 (1)

総頚 (6)

腐敗 (5)

屋外 (20)

その他
菌通し (5例)

その他 (3)

所持品なし (2) 焼損 (1)

発見までの期間 2週間以内 (4) 半年以内 (6) 1年以上 (17)

Table. 1. Characteristics of unidentified bodies even after autopsies 
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が多く見られた 特筆すべきは，栄養失調と判断され

た例が4例も存在する点で，全例が孤独死事例であっ

た.外的要因で死亡した例 (49例;24%)の中で，もっ

とも多かった死因は経頚による窒息であり，溺水，凍

死と続いた (Fig.4c) 明らかに他殺と判断されたも

のは，頚部圧迫により死亡した腐敗の進行していない

l例のみであった.

5 自宅発見事例について

焼損死体は自宅で発見される事例がもっとも多かっ

た (Fig.2c). また，非焼損 203例中，自宅で発見さ

れたものは 109例 (男性 87例，女性 22例 いずれも

推定を含む)であり. 54%が孤立死 している ことが

判明した.この 109例中，単身世帯 (孤独死事例)は

102例と約 94%を占めた.複数世帯は 5例で，単身 ・
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複数の別が不明の世帯は 2例であった 複数世帯 5例

の内訳は，同居の家族が知的障害のため死後放置され

た例が3例，貧困のため葬儀費用が捻出できずやむを

得ず放置された例が1例，家族が入院中であった事例

が l例であった この 109例のいわゆる“孤立死 (孤

独死を含む)"の年齢群別症例数を Table.2に示す

60代. 70代で合計69例と 63%を占めている一方で

30 -40代の例も少なくなく，地域社会の孤独化が奈

良県においても全年齢層で深刻化していることがうか

がわれた.

次に孤立死例 109例の発見までの期間を検討した

(Fig.5). 97例 (89%)が 1週間以上経過してから発

見されており. 1年以上経過したと考えられる症例が

3例，うち l例は 10年程度経過しているものと推定

された. 1週間以内に発見されたものが 12例 (11%)
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a: The causes of deaths (unburned bodies) 

b: The detailed causes of deaths (internal causes) 

c: The detailed causes of deaths (external causes) 

年齢 症例数

30代 2 

40代 11 

50代 14 

60代 39 

70代 30 

80代 11 

90代 2 

Table. 2. Number of unattended 

deaths classified by age 

煩多 令骨 折先決

死因

半年-1年 1年以上

1逓隣以内
(12伊D

Fig. 5. Time to discovery (unburned. 

found in their own houses) 
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であるが，いずれも比較的気温の高い時期に発見され

ており，発見までの期間が短いにもかかわらず腐敗が

進行した例であった.

考 察

平成 21年から 25年の 5年間において，奈良県内に

おける法医解剖の総数が増加傾向にあり，身元不明死

体も全解剖数の約 30%から約 40%にiilfr増しているこ

とが明らかとなった.死因究明二法施行後は，特に増

加が顕著であった.これら法律は， I警察署長は，取

扱死体について，第三項に規定する法人または機関に

所属する医師その他の法医学に関する専門的な知識を

有する者の意見を聴き，死因を明らかにするために特

に必要があると認めるときは，解音uを実施することが

できるJ. I死体の身元を明らかにするために必要があ

ると認めるときは，その必要な限度において，血液・

歯牙・骨などの当該取扱死体の組織の一部を採取する

ことができるJと明記されている このことから，身

元不明死体の法医解剖件数の増加は，身元特定のため

の試料採取(骨髄からの DNAなど)や死因究明に対

する積極的姿勢の表れと思われる.

奈良県内の解剖時身元不明事例の 90%は身元が後

に判明していることが明らかとなった DNA鑑定，

歯牙鑑定，指紋・掌紋が主たる確認、方法であるが，指

紋・掌紋の適応、は，指紋採取が可能な比較的新しい死

体に限られている DNA鑑定は白骨死体からでも試

料の採取が可能であり，精度の高い方法である しか

し身元確定までに時間がかかること，血縁者(対照

者)が必要であることなどの欠点がある.一方，歯牙

鑑定は迅速に判断可能であり，対照者がいなくとも歯

牙カルテがあれば人物が特定できるなどの利点があ

り，今後も積極的に活用されるべきものであると考え

られた 一方で， 10%もの身元未判明率は高いとい

わざるを得ない しかしこのような事例は自宅以外

で発見された死後長期間経過した白骨化事例が多く，

身元判明の手立てがないのが現状である.今後は，よ

り身元判明に資する試料の採取や情報の収集に努め，

身元判明率を上げる必要性を感じる 骨髄などからの

DNA鑑定に用いる試料を保存し，データバンクを構

築しておくなどの対策が必要であろう目

非焼損事例において死因不詳が半数近くに及んだ.

この理由としてその大半が死後長期間経過して発見さ

れていることによると思われる.自宅発見例でさえ，

89%もの死者が死後 1週間以上経過してから発見さ

れている また，夏場に発見される事例が多いが，高

温により腐敗や白骨化し異臭や多数のハエが飛んで

いることによって発見されることが多いと思われる，

また，郵便受けに新聞が溜まっていることや最近見な

くなったことなども発見のきっかけとなっている

非焼損事例で死因が判明したものの中で，もっとも

多い内因性死因は虚血性心疾患であった.冠状動脈の

硬化や心筋の線維化は，死後経過日数が比較的長くて

も確認できるためである.同様に，最大の実質臓器と

して腐敗による影響を比較的うけにくい肝臓も肝硬変

がある場合は診断がしやすい.その他，心筋症や脳

内出血など循環器系疾患が死因のほとんどを占める.

内因性急死の大半が循環器疾患であることを鑑みれ

ば1)妥当な結果であると考えられる

身元不明事例において，①自宅で発見されたものが

過半数を占めること，②非焼損死体自宅発見例のほぼ

すべてが単身世帯事例であること(孤独死)，③同居

家族がいながら放置された例もあること(孤立死)，

④栄養失調死亡事例が存在すること，⑤白骨化事例の

20%が自宅で発見されていること，は家族性と住民

連携の稀薄さ，つまり住民の孤独化が奈良県において

も深刻な状況であることを表している.孤立死に関し

てはこれまでにいくつかの統計的考察がなされている

が 2)，3) 今回の検討でも男性が女性よりも明らかに多

いこと， 60 ~ 70代の比較的高齢者が多いことなどが，

他府県の傾向と奈良県の傾向が一致していることが示

された 奈良県でも全国的な傾向と一致して，高齢者

人口および高齢者単独生体が増加し続けている 4) 孤

立死の対策として，行政は高齢者団体・民生委員・ラ

イフライン事業者との連携強化や地域住民の相互の

つながり促進などを提案している 5) 一方で， 30代・

40代の孤立死事例も決して少なくはないことが今回

の検討で明らかとなった独居高齢者に対する施策は，

次第に充実してきているが，若年者に対する関心はま

だまだ薄いように思われる.今後は若年者に対しでも

なんらかの施策が必要であろう.

新しく施行された死因究明推進法において政府は，

警察などが取り扱う死体の死因または身元を明らかに

するための措置が正確かつ適切に遂行されるよう，当
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該措置に係る業務に従事する医師，歯科医師等の人材

の育成および資質の向上，大学における法医学に係る

教育および研究の充実，死体の検案および解剖ならび

に死体の科学調査の実施体制の充実その他必要な体制

の整備を図るものとしている.警察庁は検視官および

検視官補助者を平成 24年度には平成 20年度のほぼ倍

に増員し急増する解剖事例に対策を採っている目し

かしながら，法医学教室の人員不足は全国的な課題と

して残っている.身元不明死体では，①生前の既往歴

などの情報が得難い，②腐敗や損壊のため死因究明が

困難，③試料採取が困難なためアルコール検査や血液

型検査が煩雑，④焼損事例では一酸化炭素濃度の測定

が必要，⑤通常の死因究明業務以外にも身元確認のた

めの調査が必要，など多くの法医学実務上の問題点が

挙げられる.また，歯牙の照合は有力な身元確認手段

であり，歯科カルテが入手できなくとも歯牙の状態か

ら年齢などが推定可能で，多くの情報を与えてくれる

増え続ける身元不明事例に対応するためには，解剖執

万医はもちろん法歯学の知識を有した歯科医師，適切

な検査を行える解剖補助員などの育成と増員が必要と

考えられる

結 語

過去5年間の奈良県における身元不明事例の法医解

剖について，統計的考察を行った.身元不明事例の中

でも孤立死例が多くを占めることは大きな問題であ

り，それは死因不詳のまま処理せざるをえない症例が

増えることにつながる.死因が不詳では，正確な死因

統計に貢献し臨床・予防医学に還元し公衆衛生の

向上を図ることは不可能である.今後は少しでも身元

不明事例を減らすために，より緊密な地域連携が重要

になると考えられた.法医学者の責務は，これら身元

不明事例の情報を社会へフィードパックすることで国

民への啓蒙を図ることにあり，増え続ける身元不明事

例に対処するためにも，法医学教室の人員強化が必要

であると思われた
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